
 

 

 感染者と最後に接触をした日の翌日、同居家族の場合は陽性者の発症によ

って住居内で感染対策を行った日から5日間（6日目解除）

※ この変更は、令和4年7月22日（金）より適用となりますが、7月21日（木）以前に特定された濃厚接触者で

ある児童・生徒にも適用いたします。

 教育活動において、基本的な感染対策を行わずに感染者と感染可能期間中に飲食を共にした者等への対応

 

 

学校で感染者と感染可能期間中に接触し、濃厚接触者の定義に該当した者への対応（上記①を除く）

 

 

泊を伴う行事等において、感染者と感染可能期間中に同室であった者への対応

 

 5日間を出席停止

期間

 

 


